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　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

市道路線認定位置図 

議案第１号関係資料 

小四郎久保 1313-1

 

Ｉ－１６８８ 
市道 小四郎久保２号線 
認定区間 
延長 103.7ｍ 
幅員 6.0～7.5ｍ 

伊那中央病院 
小四郎久保 1313-1
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　認定区間(新設)

　認定区間(既設)

　廃止区間

凡　　例

市道路線認定位置図 

議案第２号関係資料 

美篶 5275-6 

Ｉ－４４２７ 
市道 下県指定４９６号線 
認定区間 
延長 48.0ｍ 
幅員 6.2ｍ 

美篶 5275-3 

複合福祉施設 

みぶの里 

市道下川手上原線 

三峰川 
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伊那市組織条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定により、市長の権

限に属する事務を分掌させるため、その内部組織として次の部を設置する。 

総務部 

 

市民生活部～水道部 略 

 

 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定により、市長の権

限に属する事務を分掌させるため、その内部組織として次の部を設置する。 

総務部 

企画部 

市民生活部～水道部 略 

 

 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する部の事務分掌は、次のとおりとする。 

総務部 

(1)～(2)  略 

(3) 総合企画、地域政策、人権及び男女共同参画、情報処理並びに統計に関する

こと。 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 略 

(7) 略 

(8) 略 

 

 

 

 

市民生活部～水道部 略 

 

 

 

 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する部の事務分掌は、次のとおりとする。 

総務部 

(1)～(2)  略 

 

 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 略 

(7) 略 

企画部 

(1) 総合企画並びに人権及び男女共同参画に関すること。 

 (2) 地域政策及び人口増対策に関すること。 

(3) 情報処理及び統計に関すること。 

市民生活部～水道部 略 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（１） 



- 7 - 

 

伊那市総合計画審議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 

 

 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（２） 
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伊那市土地利用計画審議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（３） 



- 9 - 

 

伊那市地域情報化審議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、総務部情報統計課において処理する。 

 

 

 

 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、企画部情報統計課において処理する。 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（４） 
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伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、総務部地域創造課において処理する。 

 

 

 

 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、企画部地域創造課において処理する。 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（５） 
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伊那市地方創生総合戦略審議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部地域創造課において処理する。 

 

 

 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画部地域創造課において処理する。 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（６） 
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伊那市新産業技術推進協議会条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 

 

 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

 

 

 

 

 

議案第３号関係資料（７） 
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伊那市個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

第３条 伊那市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加

える。 

  (6) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録され

た特定個人情報をいう。 

 

 略 

  第28条第２項中「提出先」の次に「（情報提供等記録の訂正をした場合にあって

は、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該

訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限

る。））」を加える。 

 

 

 

 

第３条 伊那市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加

える。 

  (6) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第

26条において準用する場合を含む。）に規定する記録に記録された特定個人情

報をいう。 

 略 

  第28条第２項中「提出先」の次に「（情報提供等記録の訂正をした場合にあって

は、総務大臣及び番号法第19条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又

は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のも

のに限る。））」を加える。 

 

 

 

 

 

議案第４号関係資料（１） 
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伊那市個人情報保護条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （開示請求権） 

第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己の保有個人

情報（保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この節及び次章に

おいて同じ。）の開示を請求（以下「開示請求」という。）することができる。 

 

２ 略 

 

 

 

 

 （開示請求権） 

第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己の保有個人

情報（保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この節から第４章

までにおいて同じ。）の開示を請求（以下「開示請求」という。）することができ

る。 

２ 略 

 

 

 

 

 

議案第４号関係資料（２） 
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伊那市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 

 

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第５条の２ 任命権者は、次に掲げる職員が、市長が規則で定めるところにより、そ

の子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であっ

て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第

１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員

に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含

む。以下この条、次条及び第７条において同じ。）を養育するために請求した場合

には、公務の運営に支障がある場合を除き、市長が規則で定めるところにより、当

該職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介

護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振

りによる勤務をいう。第３項において同じ。）をさせるものとする。 

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子

のある職員であって、市長が規則で定めるもの 

２ 前項の規定は、第14条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用す

る。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、市長が規則で定めるところに

より、その子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定

める者を含む。以下この条、次条及び第７条において同じ。）を養育」とあるの

は、「第14条第１項に規定する要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところ

により、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の必要な事項は、

市長が別に定める。 

議案第５号関係資料（１） 
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旧 新 

 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第６条 任命権者は、満６歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子のあ

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前

５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養

育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請

求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせ

てはならない。 

２ 前項の規定は、第14条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護

する職員について準用する。この場合において、前項中「満６歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるも

のが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で

定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、市長が規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第１項に規定する日常生活を営むの

に支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）のある職員が、市長

が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とある

のは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と読み替

えるものとする。 

３ 略 

 

 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第６条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者

で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。

以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるも

のとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、市

長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

 

２ 前項の規定は、第14条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用す

る。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育する

ことができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14

条第１項に規定する要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当

該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の

午前５時までの間をいう。）における」と読み替えるものとする。 

 

 

３ 略 

 

 

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、満６歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子のある職

員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合に

は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難で

ある場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を超えて、第４条第

２項に規定する勤務をさせてはならない。 

３ 前項の規定は、第14条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護

する職員について準用する。この場合において、前項中「満６歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある子のある職員が、市長が規則で定めるところによ

 

（育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限） 

第７条 略 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定

めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、１月

について24時間、１年について150時間を超えて、第４条第２項に規定する勤務を

させてはならない。 

３ 前２項の規定は、第14条第１項に規定する要介護者を介護する職員について準用

する。この場合において、第１項中「３歳に満たない子のある職員が、市長が規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に
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り、当該子を養育」とあるのは「第14条第１項に規定する日常生活を営むのに支障

がある者（以下この項において「要介護者」という。）のある職員が、市長が規則

で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

 

 

４ 略 

 

達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは「第14条第１項に規定する要介護者のある職員が、市長が規則で定める

ところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に

支障がある」と読み替えるものとする。 

４ 略 

 

 

（休暇の種類） 

第10条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とす

る。 

 

（休暇の種類） 

第10条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組

合休暇とする。 

 

 

（介護休暇） 

第14条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他市長

が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日

常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇とする。 

 

 

 

２ 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、連続する６月の期間内において必要と認められる期間と

する。 

 

 

（介護休暇） 

第14条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母

その他市長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間

にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、任命権者が、市長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、

通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内に

おいて勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 

 

 

 

（介護時間） 

第14条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に

係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない
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範囲内で必要と認められる時間とする。 

 

 

（療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認） 

第16条 療養休暇、特別休暇（市長が規則で定めるものを除く。）、介護休暇及び組

合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなけ

ればならない。 

 

（療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認） 

第16条 療養休暇、特別休暇（市長が規則で定めるものを除く。）、介護休暇、介護

時間及び組合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認

を受けなければならない。 
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伊那市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 法第２条第１項本文の条例で定める職員は、次に定める職員とする。 

 (1)～(2)  略 

 (3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ア) 略 

(イ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）を超

えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員（当該子の１歳

到達日から１年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任

期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかであ

る非常勤職員を除く。） 

   (ウ) 略 

  イ 次条第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子の１歳到達

日（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において

育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

   

ウ 略 

 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 法第２条第１項本文の条例で定める職員は、次に定める職員とする。 

 (1)～(2)  略 

 (3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

   (ア) 略 

(イ) その養育する子（法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）が

１歳６か月に達する日（第２条の３第３号において「１歳６か月到達日」と

いう。）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のも

の）が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない

非常勤職員 

    (ウ) 略 

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子が１

歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」という。）（当該

子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。） 

ウ 略 

 

 

 

  

 

 

 

 

（法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他の同法第27

条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２

号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限

る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

 

 

 

議案第５号関係資料（２） 
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旧 新 

 

（法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の２ 法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める日とする。 

 (1)～(2) 略 

 (3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の

１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続

き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次

に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が１歳６か月に達する日 

  ア～イ 略 

 

（法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める日とする。 

 (1)～(2) 略 

 (3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の

１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する

場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続

き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次

に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の１歳６か月到達日 

  ア～イ 略 

 

 

（法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期

間） 

第２条の３ 略 

 

（法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期

間） 

第２条の４ 略 

 

 

（法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当

該育児休業の承認が効力を失い、又は第５条に規定する事由に該当したことによ

り当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子

若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別

居することとなったこと。 

 

（法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当

該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲

げる場合に該当することとなったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 
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(2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 第２条の２第３号に掲げる場合に該当すること。 

(7) 略 

 

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことにより当該育

児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合

に該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除

く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定に

よる措置が解除された場合 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 略 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること。 

(8) 略 

 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整） 

第８条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の

２分の１に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、市長の定めるところ

により、号俸を調整することができる。 

 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整） 

第８条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必

要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率によ

り換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及

びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が定める日又はそのいず

れかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。 
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伊那市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（給与の減額） 

第63条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第５条第１項に規定する時間外勤務

代休時間、勤務時間条例第10条に規定する休暇（介護休暇及び組合休暇を除く。）

による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除

き、その勤務しない１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額した給与を支給する。 

 

（給与の減額） 

第63条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第５条第１項に規定する時間外勤務

代休時間、勤務時間条例第10条に規定する休暇（介護休暇、介護時間及び組合休暇

を除く。）による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があっ

た場合を除き、その勤務しない１時間につき、次条に規定する勤務１時間当たりの

給与額を減額した給与を支給する。 

 

 

 

 

 

 

議案第５号関係資料（３） 
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伊那市特別会計条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定により、次に掲げ

る事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。 

 (1)～(2) 略 

 

 

 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定により、次に掲げ

る事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。 

 (1)～(2) 略 

 (3) 公有財産管理活用事業 

 

 

 

 

 

議案第６号関係資料 
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伊那市積立基金条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

別表（第２条、第７条関係） 

名称 目的及び使途 会計名 

略   

ごみ処理施設整備

基金 

ごみ処理施設の整備、維持管理等に

要する費用の財源に充てる。 

伊那市一般会計 

 

 

 

 

別表（第２条、第７条関係） 

名称 目的及び使途 会計名 

略   

ごみ処理施設整備

基金 

ごみ処理施設の整備、維持管理等に

要する費用の財源に充てる。 

伊那市一般会計 

土地取得基金 公有地の購入、管理及び売却に要す

る費用の財源に充てる。 

伊那市公有財産管

理活用事業特別会

計 

 

 

 

 

 

議案第７号関係資料 
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伊那市税条例等改正概要 

 

改    正    事    項 関係条項 施行期日 

 

１ 市民税関係 

個人市民税における住宅ローン控除制度の適用期限を延長するもの（第１条関係） 

 

 

伊那市税条例 

附則第７条の３の２ 

 

 

 

平成29年４月１日 

 

２ 軽自動車税関係 

(1) グリーン化特例（軽課）を１年延長するもの（第１条関係） 

(2) 軽自動車税に環境性能割を導入し、現行の軽自動車税を種別割とするもの（第２条関係） 

 

 

 

(3) 現行の軽自動車税を種別割とする等規定を整備するもの（第３条関係） 

 

 

 

 

附則第16条 

第18条の３、第80条～第83条、 

第85条、第87条～第91条、 

附則第15条の２～第16条 

 

伊那市税条例の一部を改正する条例 

 附則第５条 

 

 

 

〃 

平成31年10月１日 

 

 

 

〃 

 

   

 

 

議案第８号関係資料（１） 
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伊那市税条例新旧対照表（第１条関係） 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

   附 則 

 

 

   附 則 

 

第７条の３の２ 平成22年度から平成41年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の２

の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年

から平成31年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用

を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２～３ 略 

 

 

第７条の３の２ 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の２

の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年

から平成33年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用

を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２～３ 略 

 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に対する第

82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車

 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限

議案第８号関係資料（２） 
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税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（ガソリン

を内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第82条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年３月31日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に

限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

第82条第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

第82条第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

第82条第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第82条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 
 

第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
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伊那市税条例新旧対照表（第２条関係） 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法律第185

号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納している場合においてその旨とす

る。 

  

 

（納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法律第185

号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

  

 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条

の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第22項及び第23項の申告

書に係る部分を除く。）、第53条の７、第67条、第83条第２項、第98条第１項若し

くは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第１項又は第145条第３項に規定す

る納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額

又は納入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。以下第１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に

応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日まで

の期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

 (1) 略 

 (2) 第98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書に係る税額

（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間 

 (3) 第98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書でその提出

期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日

 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条

の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第22項及び第23項の申告

書に係る部分を除く。）、第53条の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２

項、第98条第１項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第１項又は

第145条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場

合においては、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号において同

じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに

第５号及び第６号に定める日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納

入書によって納入しなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139

条第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間 

 (3) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは第２項の申告書又は第139

条第１項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日

議案第８号関係資料（３） 
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から１月を経過する日までの期間 

 (4)～(6) 略 

 

までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間 

 (4)～(6) 略 

 

 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型

自動車（以下軽自動車税について「軽自動車等」という。）に対し、その所有者に

課する。 

２ 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保

しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有

者とみなす。 

３ 軽自動車等の所有者が法第443条第１項の規定によって軽自動車税を課すること

ができない者である場合においては、その使用者に課する。ただし、公用又は公共

の用に供するものについては、これを課さない。 

 

 

（軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得

者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割に

よって課する。 

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第２項に規定する

者を含まないものとする。 

 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定により種別割を課することができ

ない者である場合には、第１項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただ

し、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。 

 

 

第81条 削除 

 

 

 

（軽自動車税のみなす課税） 

第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定する三輪

以上の軽自動車の取得者（以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」と

いう。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の

所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第444条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」と

いう。）が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその

他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項において同

じ。）以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業

者等が、法第444条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号

の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）

には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を
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法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を

運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課す

る。 

 

  

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第81条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に

供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

 

  

（環境性能割の課税標準） 

第81条の３ 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。 

 

  

（環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第451条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の１ 

(2) 法第451条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の２ 

(3) 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100分の３ 

 

  

（環境性能割の徴収の方法） 

第81条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならな

い。 

 

  

（環境性能割の申告納付） 

第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第454条第１項各号に掲げる三輪以上の

軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の４様
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式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。 

２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第454

条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第

33号の４様式による報告書を市長に提出しなければならない。 

 

  

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対

し、10万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から10日以内とする。 

 

  

 （環境性能割の減免） 

第81条の８ 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第90条第１項

各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項につい

ては、規則で定める。 

 

 

（軽自動車税の税率） 

第82条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 略 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 3,600円 

三輪のもの 年額 3,900円 

四輪以上のもの 

 

（種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 略 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

(ア) 二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 3,600円 

(イ) 三輪のもの 年額 3,900円 

(ウ) 四輪以上のもの 
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乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円 

イ 小型特殊自動車 

農耕作業用のもの 年額 2,400円 

その他のもの 年額 5,900円 

(3) 略 

 

ａ 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 

ｂ 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 

ｃ 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円 

イ 小型特殊自動車 

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円 

(イ) その他のもの 年額 5,900円 

(3) 略 

 

 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月11日から同月31日までとする。 

 

 

（種別割の賦課期日及び納期） 

第83条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 種別割の納期は、５月11日から同月31日までとする。 

 

 

（軽自動車税の徴収の方法） 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 

 

 

（種別割の徴収の方法） 

第85条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。 

 

 

（軽自動車税に関する申告又は報告） 

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下この節

において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第33号の４様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第33号の５様式による申告書並びにその者の住所

を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の４様式によ

る申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については

 

（種別割に関する申告又は報告） 

第87条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下この節にお

いて「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有者等となった日か

ら15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の４の２様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第33号の５様式による申告書並びにその者の住所

を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車

及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の４の２様式

による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ
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施行規則第33号の５様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、

次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の４様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者

又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければな

らない。 

４ 第80条第２項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の

住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、規則で定める

ところにより当該請求のあった日から15日以内に、市長に対し、次に掲げる事項を

報告しなければならない。 

(1)～(6) 略 

 

ては施行規則第33号の５様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。 

４ 第81条第１項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の

住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、規則の定める

ところにより、当該請求のあった日から15日以内に、市長に対し、次に掲げる事項

を報告しなければならない。 

(1)～(6) 略 

 

 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第２項に規定する軽自動車等の売主が前条

の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２～３ 略 

 

 

（種別割に係る不申告等に関する過料） 

第88条 軽自動車等の所有者等又は第81条第１項に規定する軽自動車等の売主が前条

の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は

報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２～３ 略 

 

 

（軽自動車税の減免） 

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、市長において必

要があると認めるものについては、その所有者に対して課する軽自動車税を減免す

る。 

(1) 略 

(2) 公益のために直接専用する軽自動車等 

(3) 略 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、当

該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(8) 略 

 

（種別割の減免） 

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、市長において必

要があると認めるものについては、その軽自動車等の所有者等に対して課する種別

割を減免する。 

(1) 略 

(2) 公益のため直接専用する軽自動車等 

(3) 略 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければな

らない。 

(1)～(8) 略 
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３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合

においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

 

３ 第１項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

 

 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することがで

きる。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）又は精神に

障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所有する軽自動車

等（身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有

する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体

障害者等」という。）、身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にす

る者又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）

のために当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの（１台に限

る。） 

(2) 略 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定によ

り交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受け

ていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。）、長野県知事の定めるところに

より交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この

項において「身体障害者手帳等」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第105

号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする

者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明す

る書類を添付して、提出しなければならない。 

(1)～(6) 略 

３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限ま

でに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車等の提示に代

 

（身体障害者等に対する種別割の減免） 

第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割

を減免する。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）又は精神に

障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所有する軽自動車

等（身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有

する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体

障害者等」という。）、身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にす

る者又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）

のために当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者が運転するもの（１台に限る。） 

 

(2) 略 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により交

付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては、戦傷病者手帳とする。）、長野県知事の定めるところにより

交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に

おいて「身体障害者手帳等」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第105号）

第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若

しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介

護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示する

とともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書

類を添付して、提出しなければならない。 

(1)～(6) 略 

３ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車等の提示に代わ
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わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、前条

第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けている者に

ついて準用する。 

 

ると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）をするとともに、前条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別割の減免を受けている者につい

て準用する。 

 

 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第91条 略 

２ 法第443条又は第80条第３項ただし書の規定によって軽自動車税を課することの

できない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定

置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内

に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければなら

ない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第443条

又は第80条第３項ただし書の規定によって軽自動車税を課されないこととなったと

きにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者について

も、同様とする。 

３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又

は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとな

ったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証

明書を返納しなければならない。 

８～９ 略 

 

 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第91条 略 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80条第３項ただし書の規定によって種別割

を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生し

た日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車

が法第445条若しくは第81条の２又は第80条第３項ただし書の規定によって種別割

を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の

所有者又は使用者についても、同様とする。 

３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったと

きは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

８～９ 略 

 

 

   附 則 

 

 

   附 則 

 

  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定

にかかわらず、長野県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うもの
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とする。 

 

  

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第15条の３ 市長は、当分の間、第81条の８の規定にかかわらず、長野県知事が自動

車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の

軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

 

  

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第15条の４ 第81条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市

長」とあるのは、「長野県知事」とする。 

 

  

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第15条の５ 市は、長野県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行う

ために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第１項に掲げる金額の合計額

を、徴収取扱費として長野県に交付する。 

 

  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の４（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、同号中「100分の３」とあるのは、「100分の２」とす

る。 
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（軽自動車税の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第82条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第２号ア 3,900円 2,000円 

 6,900円 3,500円 

 10,800円 5,400円 

第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（以下この条において「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(イ) 3,900円 4,600円 

第２号ア(ウ)ａ 6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 
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 3,800円 1,900円 

 5,000円 2,500円 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
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伊那市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

   附 則 

 

 

   附 則 

 

第５条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新

条例第82条及び新条例附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

新条例第82条第２号ア 3,900円 3,100円 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 

新条例附則第16条第１

項の表以外の部分 

第82条 伊那市税条例の一部を改正する条

例（平成26年伊那市条例第17号。

以下この条において「平成26年改

正条例」という。）附則第５条の

規定により読み替えて適用される

第82条 

新条例附則第16条第１

項の表第82条第２号ア

の項 

第82条第２号ア 平成26年改正条例附則第５条の規

定により読み替えて適用される第

82条第２号ア 

 3,900円 3,100円 

  

 

 

 

 6,900円 5,500円 

 10,800円 7,200円 

   

 

第５条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割

に係る伊那市税条例第82条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第82条第２号ア(イ) 3,900円 3,100円 

第82条第２号ア(ウ)ａ 6,900円 5,500円 

 10,800円 7,200円 

第82条第２号ア(ウ)ｂ 3,800円 3,000円 

 5,000円 4,000円 

附則第16条第１項 第82条 伊那市税条例の一部を改正する条

例（平成26年伊那市条例第17号。

以下この条において「平成26年改

正条例」という。）附則第５条の

規定により読み替えて適用される

第82条 

附則第16条第１項の表

第２号ア(イ)の項 

第２号ア(イ) 平成26年改正条例附則第５条の規

定により読み替えて適用される第

82条第２号ア(イ) 

3,900円 3,100円 

附則第16条第１項の表

第２号ア(ウ)ａの項 

第２号ア(ウ)ａ 平成26年改正条例附則第５条の規

定により読み替えて適用される第

82条第２号ア(ウ)ａ 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

附則第16条第１項の表 第２号ア(ウ)ｂ 平成26年改正条例附則第５条の規 

議案第８号関係資料（４） 
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 3,800円 3,000円 

 5,000円 4,000円 

 

 

 

第２号ア(ウ)ｂの項  定により読み替えて適用される第

82条第２号ア(ウ)ｂ 

 3,800円 3,000円 

 5,000円 4,000円 
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伊那市子育て支援センター条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

略  

伊那市美篶子育て支援センター 伊那市美篶3107番地１ 

  

 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

略  

伊那市美篶子育て支援センター 伊那市美篶3107番地１ 

伊那市西箕輪子育て支援センター 伊那市西箕輪6579番地 

  

 

 （使用料） 

第６条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、使用料を納付しなけ

ればならない。 

２ 前項の使用料は、１世帯につき、申請の日が属する年度のうち、利用を予定する

月数に200円を乗じた額とする。ただし、市内に住所を有しない者は、当該月数に

400円を乗じた額とする。 

 

 

 （使用料） 

第６条 センターの使用料は、無料とする。 

 

 （使用料の減免） 

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除

することができる。 

 

 

 

 （使用料の還付） 

第８条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が理由があると認めると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 

 

 （利用の制限） 

第９条 略 

 

 

 （利用の制限） 

第７条 略 

 

議案第９号関係資料 
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 （損害補償） 

第10条 利用者が、故意又は過失によりセンターの建物又は設備を破損し、汚損し、

又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、市長が利用者の責に帰さないと認めた場合は、この限りでない。 

 

 

 （損害補償） 

第８条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）が、故意又は過失により

センターの建物又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めると

ころにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに

帰さないと認めた場合は、この限りでない。 

 

 

 （委任） 

第11条 略 

 

 

 

 

 （委任） 

第９条 略 
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伊那市老人福祉センター等条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （名称及び位置） 

第２条 老人福祉センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

略  

老人憩の家東春近荘 伊那市東春近2347番地 

老人憩の家手良荘 伊那市手良沢岡863番地２ 

略  

老人憩の家西箕輪荘 伊那市西箕輪6702番地１ 

老人憩の家西春近荘 伊那市西春近5140番地３ 

老人憩の家西部荘 伊那市荒井3834番地１ 

伊那市高遠町老人福祉センター 伊那市高遠町長藤1770番地 

略  

  

 

 （名称及び位置） 

第２条 老人福祉センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

略  

  

老人憩の家手良荘 伊那市手良沢岡863番地２ 

略  

  

老人憩の家西春近荘 伊那市西春近5140番地３ 

  

伊那市高遠町老人福祉センター 伊那市高遠町長藤1770番地 

略  

  

 

 （使用料） 

第12条 老人憩の家緑の家、老人憩の家東春近荘、老人憩の家手良荘、老人憩の家富

県荘、老人憩の家西箕輪荘、老人憩の家西春近荘、老人憩の家西部荘、美篶世代間

交流施設及び長藤健康増進施設の使用者は、別表第２に定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

 

 

 （使用料） 

第12条 老人憩の家緑の家、老人憩の家手良荘、老人憩の家富県荘、老人憩の家西春

近荘、美篶世代間交流施設及び長藤健康増進施設の使用者は、別表第２に定める使

用料を納付しなければならない。 

 

 

別表第１（第６条関係） 

 １ 老人憩の家緑の家、老人憩の家東春近荘、老人憩の家手良荘、老人憩の家富県

荘、老人憩の家西箕輪荘、老人憩の家西春近荘、老人憩の家西部荘、美篶世代間

交流施設 

  (1)～(2) 略 

 ２～３ 略 

 

 

 

別表第１（第６条関係） 

 １ 老人憩の家緑の家、老人憩の家手良荘、老人憩の家富県荘、老人憩の家西春近

荘、美篶世代間交流施設 

 

  (1)～(2) 略 

 ２～３ 略 

議案第１０号関係資料 
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別表第２（第12条関係） 

 １ 老人憩の家緑の家、老人憩の家東春近荘、老人憩の家手良荘、老人憩の家富県

荘、老人憩の家西箕輪荘、老人憩の家西春近荘、老人憩の家西部荘 

  (1)～(2) 略 

 ２～３ 略 

 

 

 

 

別表第２（第12条関係） 

 １ 老人憩の家緑の家、老人憩の家手良荘、老人憩の家富県荘、老人憩の家西春近

荘 

  (1)～(2) 略 

 ２～３ 略 
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伊那市営住宅条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

別表第１（第２条関係） 

 公営住宅一覧表 

名称 位置 構造 １戸当たり住

戸専用床面積 

建設年度戸数 

高尾町団地  

伊那市山寺2531番地 木造 

㎡ 

30.57 

 

昭和29年度 ４戸 

 略    

 伊那市山寺2515番地２ 木造 29.75 昭和32年度 ２戸 

略     

 備考 略 

 

 

 

 

別表第１（第２条関係） 

 公営住宅一覧表 

名称 位置 構造 １戸当たり住

戸専用床面積 

建設年度戸数 

高尾町団地  

伊那市山寺2531番地 木造 

㎡ 

30.57 

 

昭和29年度 ２戸 

 略    

 伊那市山寺2515番地２ 木造 29.75 昭和32年度 １戸 

略     

 備考 略 

 

 

 

 

議案第１１号関係資料 
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伊那市学校給食共同調理場条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

（名称及び位置） 

第２条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

  

略  

 

 

 

 

（名称及び位置） 

第２条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

伊那中学校・伊那西小学校給食共同調理場 伊那市荒井4460番地 

略  
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